
薬剤部門システム調達仕様書 

 

1. はじめに 

本仕様書は、市立ひらかた病院において使用している薬剤部門システムが老朽化してい

ることから、更新のために必要となるソフトウェア、ハードウェアを調達するにあたり必要

な事項を定めるものである。 

 

2. 納期 

令和８年 12 月 31 日まで 

引き渡しについては、電子カルテの稼働切り替え日と同日とし、別途、発注者と協議の上、

日程を決定する。 

ただし、研修、引継ぎ等の作業については、令和８年９月末までに行えるようにすること。 

 

3. 支払い方法 

完了払い １回 

 

4. 調達内容・条件 

(1) 調達システム 

1 調剤支援システム 

2 処方チェックシステム（処方監査システム） 

3 抗がん剤管理システム（レジメン監査システム） 

4 病棟作業報告システム 

5 薬剤管理指導支援システム 

6 薬品物品管理システム 

7 医薬品情報検索システム 

(2) 調達条件 

既存ライセンスの利用: 既設のライセンス等は使用可能であること。 

操作端末：本院が用意・調達するため、調達不要 

サーバ：本院が用意する仮想サーバを利用すること 

    ただし、仮想サーバを使用できない場合は、サーバ等の機器の設置及び 

    ネットワーク追加が必要な場合の経費等の一切は応札額に含むこと。 

その他調達機器：別紙「調達機器一覧」のとおり 

ＯＳ:原則 WindowsServer2022 以上で動作可能であること。 

  Windowsserver2025 で動作が可能な場合は、2025 で動作させること。 

WindowsOS 以外で動作させる場合は、少なくとも 2031 年 10 月まではサポート

期限があるサーバＯＳを調達すること。 

なお、仮想サーバで導入する場合であって、WindowsServer2025 及びダウングレ

ード版の 2022 を利用する場合に限り、発注者でライセンスを用意する。 



その他の場合は、応札金額に含むものとする。 

 

(3) 機能条件 

• 調達システムは、別紙に記載のある仕様を満たすものであること。 

• HIS（富士通 Japan 社制、製品名：HopeLifemark-HX）に接続し、データを送受信

する機能 

• 共通端末及び専用端末に対して、システムが円滑に利用できるようセットアップを

行うこと。 

• 接続機器一覧にある機器への接続は本調達に含むこと 

 

(4)ウイルス対策ソフト等 

• システムを利用する端末について、専用端末を利用する場合は、発注者が指定する

ウイルス対策ソフト（Canon  ESET PROTECT Entry）を導入すること。アカウ

ント資源については、発注者が用意する。 

• 仮想サーバを利用する場合であって、WindowsOS を利用する場合は、引き渡し時

にウイルス対策ソフト（Canon  ESET PROTECT Entry）をインストールして引

き渡しを行う。それ以外のＯＳの場合は受注者がインストール作業を行うこと。ま

た、発注者が用意するウイルス対策ソフト（Canon  ESET PROTECT Entry）で

動作ができない場合は、2031 年 10 月まで動作できるようウイルス対策ソフトを購

入するものとし、ウイルス対策ソフトの定義ファイルの更新作業を保守作業にて受

託できる必要がある。 

• システムを利用する端末について、専用端末を利用する場合は、必要に応じて、指

定するソフトについて発注者から資源提供を受けインストールすること。 

 

(5) 保守・保証 

• 稼働後から令和９年３月３１日までの間の保守・保証期間の費用を含むこと。 

• 本契約締結後、速やかに本契約の内訳として、当該保守費用の月額単価を示すもの

とし、令和 9 年４月１日以降の保守契約の請負金額については、本契約における保

守相当分の金額の単価と同額とし、保守契約金額の変更は物価・人件費のインフレ

ーション及び消費税等のやむを得ない事情によるものを除き認めない。 

• 初期不良対応等で、令和９年 3 月 31 日までの保守費用が必要ない場合は、該当の

機器等の金額の 20％までを以後の保守契約における１年間の上限とする。 

• 迅速なサポート体制を実現するため、不具合発生時に２時間以内に初期対応を行え

る事業者であること。 

• 発注者が用意するリモート接続の環境（サービス名：富士通製 Tunakuro サービス）

を利用しない場合であって、リモート接続による保守体制を構築する場合は、専用



回線を受注者の責任において敷設するものとし、その費用は、応札額に含めること。 

• 操作マニュアルは全ての機器について、日本語版を有すること。 

 

(6) その他 

• 導入システムと既存システムとの差異の説明資料の提供を行うこと。 

• 必要に応じて、稼働日（切り替え日）には立ち合いを行うこと。 

• 機器の更新により不要となった従前の機器については、受注者が撤去すること。個

人を特定できる情報が記録されている機器については、病院内で論理消去後に物理

破壊を行い、発注者の確認を得た上で処分すること。この費用は調達費用に含むも

のとする。 

• 必要に応じて進捗及び課題、懸案事項等について協議を実施すること。 

 

5. 導入作業 

• 導入作業時におけるシステム及びネットワークの停止は、最小限の範囲とすること。 

• 導入作業後の動作確認は、受発注両者で実施すること。 

 

6 作業場所等 

• 発注者の施設内に用意する端末を利用する。リモート接続の環境（サービス名：富

士通製 Tunakuro サービス）利用した端末を用意する。当該端末については、他の

部門システムベンダーと共用となるため、調整の上、利用すること。 

別途、専用の開発端末が必要な場合は、発注者で用意するものとし、セキュリティ

対策等については、受注者と協議する。 

• 作業実施にあたっては、診療に影響のないよう、事前に協議を行い、発注者の許可

を受け作業を行うこと。 

 

7. 提出書類 

本業務完了後の提出資料は以下のとおりとし、電子媒体で提出すること。 

ただし、研修に必要な資料等がある場合は、紙媒体で用意すること。 

• 更新した機器の一覧（移行完了後のもの） 

• 機器のＩＰアドレス一覧（移行完了後のもの） 

• その他、運用上必要なマニュアル・手順書 

 

8. 知的所有権等 

• 受注者は、本システムの構築にあたって発生する権利、所有権、著作権、及び使用

権が本システムの稼動を妨げることのないよう必要な措置を行うものとする。ただ

し、製作、改修のための著作権使用に関する問題は全て受注者において処理するこ



と。 

• ソフトウェアの製作、改修に関連し発生した著作権使用に関する問題は全て受注者

において処理すること。 

• 納入される成果物及び開発・製作されたプログラムに第三者が権利を有する著作物

等が含まれる場合、発注者が使用するために必要な費用の負担及び使用許諾契約等

に係わる一切の手続きを行うこと。この場合、受注者は、当該契約等の内容につい

て事前に発注者の承諾を得ることとし、発注者は既存著作物等について、当該許諾

条件の範囲内で使用するものとする。 

• 本契約により、パッケージ部分を除き独自に開発したプログラム、ソースコードの

所有権、著作権は発注者及び受注者双方にあること。また、そのプログラムに関す

るソースコードは発注者に書面及び電子媒体にて開示すること。 

• 受注者と発注者が有する権利は、著作権法第２７条（翻訳権・翻訳権等）、同第２８

条（二次的著作物の利用に関する原著作者の権利）の権利を含むものとする。 

 

9. 個人情報保護等 

• 受注者は、「個人情報の保護に関する法律」及び「枚方市情報セキュリティポリシー」

等各種関係法令を遵守しなければならない。 

• 受注者は、別紙に示す「個人情報の保護に関する特記仕様書」の内容を遵守し、秘

密の保持に関する「誓約書」についても作成すること。 

• 受注者は、提供資料の盗難、毀損又は汚損が生じた場合、又は漏洩、滅失、紛失等

の事故が発生した場合、直ちにその状況を本市に報告し、受注者の責任において本

業務遂行における支障を解決しなければならない。また、事故への対応後、受注者

は速やかに報告書を本市へ提出しなければならない。 

• 受注者は、以上の事項に違反して本市又は第三者に損害を与えたときは、その損害

を賠償しなければならない。 

• 発注者は受注者に対し、本仕様に定める事項に違反した場合には、本契約を解除で

きることとし、契約が解除された場合、受注者は本市から提供されたデータ及び資

料を遅滞なく返還すること。 

 

10. 委託の禁止 

• 受注者は本調達にあたり、債務の一部を他者に委託する場合はあらかじめ、発注者

に申請を行い、承認を得なければならない。 

• 前項では再委託の場合も同様とする。 

• 前２項で承認依頼をした場合は、個人情報保護に関する事項を受注者の責任により

遵守させるとともに、誓約書を徴取し、受注者に提出しなければならない。 

 



11. 記載外事項・疑義 

• 仕様書に記載のない事項は、都度協議し、発注者の決定により対応すること。 

• 仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、都度協議し、発注者の決定により対応す

ること。 

• やむを得ない事情により、仕様の変更が必要な場合は、予め発注者へ申し出の上、

承認を得てから行うこと。 

 

12. 担当部署連絡先 

〒573-1197 

大阪府 枚方市 禁野本町２丁目１４番１号 

市立ひらかた病院 事務局 医事課 

電話：072-847-2821（代表） 

FAX：072-849-2174（直通） 

 







 

 

 

 

 

 

 

 



 



枚方市病院事業管理者       



 

 
















